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無断複写・転載禁止 東京電力株式会社

多数傷病者発生時に備えた対策の実施状況について

平成２８年２月１０日
東京電力

福島第一廃炉推進カンパニー

資料２



2

無断複写・転載禁止 東京電力株式会社

H26年１１月7日に発生した「J2タンクエリア旋回梯子レール落下による人身災害」においては、３名が被
災され、多数の傷病者発生時の救急医療体制に対する問題点が浮上した。それを受けた、「課題」と「対
策」は以下の通りである。（H26年度第４回部会にて報告済）

【課題】

(1)傷病者３名がＥＲにて処置中、医療関係者や処置に直接従事しない関係者が約３０名集まってしまっ
た結果、現場が騒然となり関係者との情報共有が容易にできる環境になかった。

(2)現状の社内手順では、緊急時には医師の判断により事務員が双葉消防本部に対して救急車（ドクター
ヘリ）の要請を行うこととなっていましたが、今回の事故では、事故発生時に事務管理者が不在であったと
きの代行者を明確にしていなかったため、オフサイトセンターへ通報する手順が適切に行われなかった。

【対策】

(1)多数傷病者発生時には、直接処置に従事する者とそれ以外の者をエリア分けするようにし、医療に専
念できる環境を整備する。

(2)事務管理者の役割と事務管理者不在時の代行順位を手順書に反映する。
(3)今回の事故を踏まえ多数傷病者を想定した訓練を計画するようオフサイトセンター側と調整する。

多数傷病者発生時の救急医療体制に対する課題・対策について

以上
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【対策１】

・多数傷病者発生時には、直接処置に従事する者とそれ以外の者をエリア分けするようにし、医療に専念
できる環境を整備する。

【実施状況】

・傷病者が発生時した場合、事務管理者がビブスを着用し、直接処置に従事する者とそれ以外の者を区
分けする。また、必要に応じて医療区画を設定し、医療に専念できる環境を整備した。

【対策２】

・事務管理者の役割と事務管理者不在時の代行順位を手順書に反映する。

【実施状況】

・事務管理者の役割と事務管理者不在時の代行順位を手順書に反映した。（平成２７年９月改訂済み）

【対策３】

・今回の事故を踏まえ多数傷病者を想定した訓練を計画するようオフサイトセンター側と調整する。

【実施状況】

・前回部会報告以降、多数現場救護が必要な傷病者発生を想定した訓練を実施した。（平成２７年６月）

・多数傷病者を想定した連携訓練をオフサイトセンター側と調整中。（平成２７年度実施予定）

対策の実施状況について
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無断複写・転載禁止 東京電力株式会社

参考資料 ＥＲの体制および運用について（その１）

【ＥＲの体制】

医師・看護師・救急救命士・事務員が２４時間体制で滞在

＊医師は、救急科専門医を嘱託医１名を含み全国から約４０名の救急救命医により対応

＊救命士は日本救護救命財団からの派遣支援を得ている。

【ＥＲの運用】
福島第一原子力発電所では、傷病者発生時の対応として、以下のような項目について手順を定め運用している。
○救急医療室への傷病者受け入れに関すること
・傷病者情報の収集
・緊急搬送の準備
（県立医大、オフサイト等との情報共有、消防本部への救急車要請予告）

○医療機関への傷病者搬送に関すること
・発電所医師により搬送手段を判断
・消防本部との搬送手段の調整

【過去の災害事例からの改善の取組】
・災害現場からの迅速な連絡のため、作業員に対して「傷病者発生時の連絡カード」を配布
・災害発生時に公設消防への救急搬送予告連絡の徹底
・一層の現場への迅速出動のために、ＥＲ専用にオフラインAＰＤなど装備物品を配備

【訓練】
手順に定められている項目が適切に行えるよう定期的（４回／年）に訓練を実施
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無断複写・転載禁止 東京電力株式会社

参考資料 ＥＲの体制および運用について（その２）

【ＥＲの設備・機材】

受診時に専門医による適切な診断を及び必要な処置を行うための設備を完備（被ばく医療も
考慮）
・レントゲン、超音波診断装置、ベットサイドモニタ、他
・除染室、オフラインAPDの配備、管理区域内防護装備
・救急車（構内２台、構外２台）

【関係機関との協力関係】
・１Ｆ医療体制ネットワーク会議（２回／年）
医療体制や搬送体制等の課題を議論

・双葉消防本部との連絡会（２回／月）
搬送手段等連携強化

・ＷＥＢ会議（毎日実施）
福島県立医大、放射線医学総合研究所、オフサイトセンターなど作業状況や傷病者対応状況
を情報共有

・傷病者受け入れ実績のある医療機関に対する情報提供

【救急搬送件数（入退域管理棟ＥＲ設置以降）】
４４件（内ドクターヘリ５件、防災ヘリ１件）
傷病者現場救護件数：２８件（医師出向：外傷性２件、内因性疾患１件 合計３件）
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参考資料 福島第一原子力発電所の救急医療体制

常駐スタッフ：主に救急科専門医 １名
救急救命士 １名
看護師 １名
事務員 １名

・傷病者の被ばく・汚染状態確認後、診察
（必要に応じ除染実施）
・医師は所外病院への搬送要否を判断
・搬送先・搬送手段の調整

↓
所外医療機関への搬送

傷病者発生

救急医療室（入退域管理施設内）

重篤患者の場合医師も同行

郡山海岸or福島第二
（ヘリへ引き渡し）

・傷病者状態、被ばく
線量、汚染状況等を
ヘリ医師へ伝達
・傷病者スクリーニン
グ検査証明書を医師
に手渡す

重篤患者の場合、医
師・放射線管理員が同
行し医療機関へ直行
の選択もある

富岡消防署等
（公設消防へ引き渡し）

・放射線管理員は医療機関まで同行
・傷病者スクリーニング検査証明書を発行

・傷病者を医療機関へ引き渡す

・放射線管理員が同行する際は、被
ばく線量、汚染状況等を伝達

福島第一 福島ＯＦＣ

・１Ｆにて多数傷病
者等が発生し、
医療室での搬送
先・搬送手段の
調整が困難な場
合、それをＯＦＣ
が対応

医療機関

協力
体制

東電所有の救急車

東電所有の救急車

公設救急車

(24時間体制)


